
 

近鉄小倉駅周辺地区まちづくり検討委員会設置要項（案） 
 
（設置）  
第１条 近鉄小倉駅周辺地区は、宇治市総合計画で広域的都市機能地域に位置付け、周辺との連携を 
図りながら住宅地を保全・改善するとともに、賑わいのある商業集積空間を形成する地域とし、都

市計画マスタープランにおいては近鉄小倉駅周辺を地区拠点と位置付け、日常生活をおくる上で利

便性が高く、暮らしやすい環境を目指すとしている。 
近鉄小倉駅周辺地区まちづくり基本構想（以下「基本構想」という。）の策定にあたり、こうし

た上位計画の基本的な考えに各種調査や課題整理の結果及び地域意見を踏まえ、まちづくりについ

て様々な観点から検討を行うため、近鉄小倉駅周辺地区まちづくり検討委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置する。 
 

（所掌事務） 
第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 
（１）近鉄小倉駅周辺地区における基本構想の策定に関する事項 
（２）その他委員会において必要と認める事項  
 
（組織） 
第３条 委員会は、別表に揚げる者をもって構成する。 
 
（委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の互選により選出する。 
３ 委員長は会議を総理する。 
４ 副委員長は、委員長が指名する。 
５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けるときはその職務を代理する。 
 
（委員会の開催） 
第５条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。 
２ 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴

取することができる。 
 
（庶務） 
第６条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 
 
（補足） 
第７条 この要項に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員会に諮って委員長が定め

るものとする。 
 
附 則 
この要項は、令和元年１１月２５日から施行する。
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近鉄小倉駅周辺地区まちづくり検討委員会 委員名簿 
 

令和元年１１月２５日現在  
分類 職     名 氏 名 

学識委員 京都府立大学 名誉教授 

龍谷大学 大学院 政策学研究科 教授 
青山 公三 

立命館大学 理工学部 環境都市工学科 教授 岡井 有佳 
京都大学大学院 経営管理研究部 准教授 大庭 哲治 

公募委員  居原田 晃司 
 小山 茂樹 
 山本 明子 

関係団体委員 小倉連合町内会 会長 木下 芳美 
西小倉自治連合会 副会長 山口 陽二 
近畿日本鉄道株式会社 総合企画本部計画部 課長 山本 恒平 
京都京阪バス株式会社 管理部長 槻木 章 
一般社団法人京都府タクシー協会 専務理事 足立 高広 
宇治商工会議所 専務理事 長谷川 理生也 
公益社団法人京都府宅地建物取引業協会 理事 松原 基貞 

行政委員 京都府山城北土木事務所 所長 市田 雅巳 
京都府山城広域振興局 企画振興室長 澤田 晋治 
京都府宇治警察署 交通課長 佐藤 克哉 

 
（敬称略） 


